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接触確認アプリを接触確認アプリを
インストールしましょうインストールしましょう

Town Information 市政情報

新型コロナウイルス感染症関連のお知らせ詳しくは
お問い合わせを

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

【新型コロナウイルス感染症に関する予防方法な
ど、一般的な相談や問い合わせについて】
➡青森県新型コロナウイルス感染症コールセン
ター（☎0120-123-801、随時受け付け）
➡厚生労働省電話相談窓口（☎0120-565653、
午前 9 時～午後９時／ファクス 03-3595-
2756〈聴覚に障がいのある人など電話での相談
が難しい人向け〉）

【感染が疑われる場合】
➡以下のいずれかに該当する場合は、すぐに弘前
保健所「帰国者・接触者相談センター」（☎ 33-
8521）またはかかりつけ医に電話でご相談くだ
さい。
●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、

高熱などの強い症状のいずれかがある場合
●重症化しやすい人（※）や妊娠中の人で、発熱
や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD
等）などの基礎疾患がある人や透析を受けている
人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人
●上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の
症状が続く場合

（令和２年８月 31 日現在）

最新情報は、問い合わせ先や下記のホーム
ページでご確認ください。
■厚生労働省ホームページ（https://www.
mhlw.go.jp/index.html）
■ 市 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.city.
hirosaki.aomori.jp）

新型コロナウイルス感染症の影響による
３つの保険料の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入
が減少するなど、一定の基準に該当する場合、申
請により国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、
介護保険料の減免が受けられる場合があります。
　申請の受け付けは令和３年３月31日まで行っ

ています。減免の対象となるかどうかや必要書類
などの詳細については、市ホームページをご覧い
ただくか各課へ電話でご相談ください。
■問い合わせ先　国民健康保険料…国保年金課
国保保険料係（☎ 40-7045）／後期高齢者医療
保険料…国保年金課後期高齢者医療係（☎ 40-
7046）／介護保険料…介護福祉課介護保険料係
（☎40-7049）

　厚生労働省より新型コロナウイルス接触確認
アプリ「COVID-19 Contact Confirming 
Application（略称：COCOA）」が公開されて
います。本アプリは、利用者本人の同意を前提
に、スマートフォンの近接無線通信機能（ブルー
トゥース）を起動させておくことにより、お互い

にわからないようプライバシーを確保しながら、
新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可
能性について、通知を受けることができます。利
用者は、陽性者と接触した可能性がわかることで、
検査の受診など保健所のサポートを早く受けるこ
とができます。また、利用者が増えることで、感
染拡大の防止につながることが期待されます。　
　自分と大切な人、地域と社会を守るために、接
触確認アプリをインストールしましょう。
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日本に住む全ての
人と世帯が対象 令和２年国勢調査が始まります

　今年は５年に１度の、国で最も重要な統計調査
である国勢調査の年です。日本に住んでいる全て
の人が対象で、調査への回答は統計法で義務付け
られています。調査結果は教育、企業など幅広い
分野で活用され、より良い暮らしづくりに活かさ
れます。日本の「いま」を知り「未来」を作る国
勢調査。みんなの国勢調査にご協力ください。
▼調査対象　令和２年10月１日現在、日本国内に
住んでいる全ての人（外国人を含む）および世帯
▼回答方法など　国勢調査員が皆さんのお宅を訪
問し、調査書類を配布します。インターネット回
答、または調査票（紙）を郵送もしくは調査員へ
提出してください。
　今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点からも、可能な限りインターネットもしくは
郵送での回答の提出をお願いします。
　なお、インターネット回答ができる特設ブース
を設置します（右表参照）。ご自宅にパソコン・
スマートフォンがない人、入力方法を聞きながら
回答したいという人は、インターネット回答ブー
スをご利用ください。

　国勢調査に関する詳しい内容は国勢調査2020
ホームページ（https://www.kokusei2020.
go.jp/）をご覧ください。
■問い合わせ先　国勢調査弘前市実施本部（広聴
広報課内、☎82-5455）

インターネット回答ブースの会場

※来場の際は、ご自宅に配布された「インターネット回
答利用ガイド」を必ずご持参ください。詳しくは同封の
チラシ「インターネット回答ブースを設置します」をご
確認ください。

②回答期間②回答期間①調査書類の配布①調査書類の配布 ③提出のお願い③提出のお願い

10 月８日（木）～
10 月 20 日（火）

　10月７日（水）
までに回答が確認
できない場合、調
査員が回答のお願
いに伺います。

【インターネット回答】
９月 14 日（月）～ 10 月７日（水）
　回答はできる限りかんたん便利
なインターネット回答をご利用く
ださい。

【調査票（紙）での回答】
10 月 1 日（木）～ 10 月７日（水）
　インターネット回答が難しい場
合は、調査票（紙）を使って回答
してください。ただし、記入いた
だいた調査票は郵送での提出にご
協力ください。ご希望があれば調
査員に提出することも可能です。

会　場 日　程
弘前市役所（上白銀町）
１ 階 市 民 ギ ャ ラ リ ー 、
岩木庁舎（賀田１丁目）
２階多目的ホール

９月 16日～
10月７日の平日

午前９時～
午後４時

相馬庁舎（五所字野沢）
交流コーナー

９月 23日～
10月７日の平日

イオンタウン弘前樋の口
（樋の口）、ヒロロ（駅前
町）３階ヒロロスクエア

９月 19日～
10月４日の土・
日曜日、祝日

午前 10時～
午後４時

９月 14 日（月）～

　調査員が皆さんのお
宅を訪問し、世帯の人
数などを聞き取った上
で調査書類を配布しま
す。

調査実施のスケジュール


